
 

               発行・問合先  釜石労働基準監督署  電話 0193-23-0651  

     

        

1 大槌町で発生した大規模林野火災に関する各種情報について    

        ～謹んで林野火災のお見舞いを申し上げます～ 

 この度の林野火災により被害を受けられた皆様に心からお見舞いを申し上げます。 

釜石労働基準監督署及び釜石公共職業安定所では今回の林野火災に関し、「特別労働相談窓口」を開設し

ております。労務管理や復旧に関する労働時間等は監督署（0193-23-0651）、休業に伴う事業所の助成

金、失業保険の給付に関する相談等は安定所（0193-23-8609）で受け付けていますので、お困りごと

がございましたなら、この窓口にご相談ください。 

また、今後火災の被害があった樹木の伐倒等の作業や被災地の復旧・復興工事が行われることが想定され

るところ、通常の伐倒作業とは異なる点があることや平常時とは異なる作業環境、作業条件により危険有害

要因も多くなると思われ、より一層の安全衛生対策が必要となります。このため、労働災害防止対策の徹底

を期し、「伐木作業編」と「建設・解体編」の 2種類のリーフレットを作成していますので、今後の作業に

当たり参考としていただくようお願いいたします。 

ご不明な点等は当署までお問い合わせください。              ▼リーフレット掲載場所  

▼労働相談のご案内 ▼労働災害防止対策伐木作業編 ▼建設・解体編 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 労働災害発生状況等について 

 令和 8年の 4月末現在の労働災害は 18件となり、対前年比で 9件減少しています。概ね各業種で減少

していますが、食料品製造業、畜産業で増加しています。釜石監督署管内の労働災害発生状況については、

岩手労働局ホームページ内の「釜石監督署からのお知らせ」に掲載していますので、右下の二次元コードを

ご参照ください。 

なお、林業に関しては 5 月に入り重篤な災害も発生しており、今後、スズメバチ等の活動が活発化する

時期を迎えることから、蜂刺され対策なども含めてより一層の安全衛生対策をお願いいたします。 

▶林業の災害事例 

樹高約 30ｍ、胸高直径 48ｃｍの杉の木の伐倒に当たり、 

伐倒方向を確実にするため、予め幹にワイヤーをかけようと 

してはしごを上っていたところ、高さ４.５ｍの個所から 

転落し、骨盤骨折等の重傷を負ったもの   

              

▶蜂刺されによる労働災害防止対策 

      「盛岡監督署からのお知らせ」内のリーフレットをご参照ください。 
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令和８年４月末 6 0 1 0 0 1 3 2 0 3 0 2 18 

前年同期 5 0 5 1 0 1 2 5 1 6 0 1 27 

増減数  1  -4 -1   1 -3 -1 -3  1 -9 
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釜石監督署からのお知らせ 

釜石監督署からのお知らせ
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３ 「STOP! 熱中症クールワークキャンペーン」展開中！   

 令和８年度の「熱中症クールワークキャンペーン」が実施されています。 

 下の発生状況表のとおり、2021年から熱中症の発症が著しく増加傾向にあります。 

5 月から 9 月までがキャンペーン期間ですが、この期間に実施すべきことは以下のとおりです。5 月な

ど暑熱な環境に慣れていないことも一因で熱中症を発症する例もあり、皆様方には早めの対応で、職場にお

ける熱中症予防対策の徹底をお願いいたします。 

なお、令和 7 年 6 月 1 日から労働安全衛生規則が改正され、熱中症の防止に係る体制整備、手順作成、

関係者への周知が事業者に義務付けられています。対象となるのは、「WBGT28度以上又は気温 31度以

上の環境下で、連続 1時間以上又は 1日 4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。 

１、暑さ指数（WBGT）の把握と評価→暑さ指数計で測定、身体作業強度等に応じたWBGT基準値の確認 

２、次の核対策を実施 

 □暑さ指数の低減  □作業場所の整備   

 □服装       □作業時間の短縮  

 □プレクーリング  □水分・塩分の摂取     

 □熱順化への対応  □健康診断結果に基づく対応 

 □日常の健康管理  □作業中の労働者の健康状態の確認 

 □異常時の対応   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ６月は「全国安全週間」の準備期間です！   ～更なる労働災害の減少に向けて～  

全国安全週間 期間：令和８年７月１日から７月７日（準備期間：同年６月１日から６月３０日）    

全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念の下、「産業界での自主

的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度

も中断することなく続けられ、今年で 99 回目を迎えます。  

この間、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきました。この努力により労働災害

は長期的には減少しているところですが、近年の労働災害について、死亡災害は減少傾向にあるものの、休

業４日以上の死傷災害は平成 21 年以降、増加傾向が継続しています。  

特に、高年齢労働者の増加等を背景として、転倒や腰痛といった労働者の作業行動に起因する死傷災害が

増加し続けており、また、死亡災害については、墜落・転落などによる災害が依然として後を絶たない状況

となっています。  

また、労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全に働くことができる職場環境を築くためには、

令和５年３月に策定された第 14 労働災害防止計画に基づく施策を着実に推進することが必要であり、計

画年次４年目となる令和８年度においても、引き続き労使一丸となった取組が求められます。  

令和８年度の全国安全週間のスローガンは、「多様な人材 全員参加 みんなで育てる安全職場」です。各

事業場等の皆様は、全国安全週間及び準備期間を利用し、次の事項を実施しましょう。 

①安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び安全意識の高揚 

②安全パトロールによる職場の総点検の実施 

③安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホームページ等を通じた 

 自社の安全活動等の社会への発信 

④労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族への協力の呼びかけ 

⑤緊急時の措置に係る必要な訓練の実施 

⑥「安全の日」の設定の他、準備期間及び全国安全週間にふさわしい行事の実施 

▶ご不明な点等があれば、お気軽に当署にお尋ねください。 

キャ ペ  実施   ▼ 
熱 症資料集 ▼ 


